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【広告企画】

キャプティブのつくり方
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
の

ス
キ
ー
ム

　
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
保
険
会
社

は
一
般
的
に
、
親
会
社
が
自

社
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る

た
め
に
設
立
す
る
保
険
子
会

社
を
指
し
、
設
立
目
的
に

は
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
一
環
と
し
て
企
業
内
リ
ス

ク
の
一
元
管
理
（
見
え
る

化
）
や
、
自
社
が
抱
え
る
リ

ス
ク
に
対
応
す
る
補
償
商
品

が
な
い
場
合
の
キ
ャ
プ
テ
ィ

ブ
出
再
を
前
提
と
し
た
カ
バ

ー
手
段
な
ど
が
考
え
ら
れ
る

が
、
企
業
は
そ
う
し
た
リ
ス

ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
検
討
に

入
っ
た
段
階
で
、
企
業
保
険

に
加
入
す
る
保
険
会
社
の
営

業
社
員
や
代
理
店
、
保
険
仲

立
人
な
ど
に
相
談
す
る
場
合

が
多
い
。
保
険
料

コ
ス
ト
の
低
減
と

い
う
面
で
は
、
日

本
の
企
業
保
険
マ
ー
ケ
ッ
ト

は
激
し
い
料
率
競
争
に
よ
っ

て
、
現
水
準
以
上
に
下
げ
る

の
は
難
し
い
と
い
わ
れ
て
お

り
、
新
た
な
コ
ス
ト
圧
縮
の

提
案
の
一
つ
と
し
て
キ
ャ
プ

テ
ィ
ブ
を
活
用
す
る
ケ
ー
ス

が
増
え
て
い
る
。

　
相
談
を
受
け
た
保
険
仲
立

人
な
ど
は
、
顧
客
企
業
の
ニ

ー
ズ
を
詳
細
に
聞
き
取
り
、

そ
れ
に
対
応
し
た
キ
ャ
プ
テ

ィ
ブ
・
ス
キ
ー
ム
を
提
案
す

る
。
保
険
業
法
１
８
６
条
の

「
海
外
付
保
規
制
」
に
よ
っ

て
、
原
則
、
海
外
の
保
険
会

社
と
直
接
保
険
契
約
を
結
ぶ

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か

ら
、
日
本
企
業
が
海
外
の
ド

ミ
サ
イ
ル
に
キ

ャ
プ
テ
ィ
ブ
保

険
会
社
を
設
置

し
て
自
社
の
リ

ス
ク
を
引
き
受

け
る
場
合
、
日

本
の
保
険
事
業

免
許
を
持
つ
元

受
保
険
会
社
と

い
っ
た
ん
保
険
契
約
を
結

び
、
そ
の
保
険
会
社
か
ら
自

社
で
保
有
す
る
キ
ャ
プ
テ
ィ

ブ
保
険
会
社
に
再
保
険
を
出

す
（
出
再
す
る
）
仕
組
み
に

な
る
。

　
そ
う
し
た
ス
キ
ー
ム
に
基

づ
き
、
事
故
の
発
生
頻
度
、

想
定
さ
れ
る
保
険
金
額
、
ま

た
、
そ
れ
に
対
し
て
保
険
料

を
ど
の
く
ら
い
支
払
う
の
か

と
い
っ
た
、
い
わ
ば
保
険
の

商
品
内
容
を
精
査
す
る
。
ま

た
、
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
を
運
営

す
る
た
め
の
費
用
も
計
算

し
、
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
の
保
険

料
、
保
険
金
の
支
払
い
、
再

々
保
険
の
手
配
な
ど
を
勘
案

し
て
採
算
が
合
う
か
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
。

準
備
段
階
で
の
検

討
事
項

　
設
立
前
の
準
備
段
階
で

は
、
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
の
ス
キ

ー
ム
で
保
険
契
約
を
結
ぶ
元

受
保
険
会
社
を
探
し
、
契
約

内
容
を
交
渉
す
る
こ
と
が
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
元

受
保
険
会
社
に
い
っ
た
ん
保

険
料
を
支
払
い
、
さ
ら
に
キ

ャ
プ
テ
ィ
ブ
に
出
再
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
結
局
の
と
こ

ろ
、
元
受
保
険
会
社
と
キ
ャ

プ
テ
ィ
ブ
、
つ
ま
り
オ
ー
ナ

ー
企
業
グ
ル
ー
プ
で
リ
ス
ク

を
保
有
し
合
う
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
割
合
（
出
再

割
合
）
を
決
め
る
必
要
が
あ

る
。
元
受
保
険
会
社
の
選
定

や
交
渉
は
、
オ
ー
ナ
ー
企
業

が
従
来
か
ら
保
険
加
入
し
て

い
る
保
険
会
社
な
ど
に
依
頼

す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
保
険

仲
立
人
な
ど
が
行
う
場
合
も

あ
る
。

　
元
受
保
険
会
社
の
ス
キ
ー

ム
参
画
の
承
諾
を
得
て
、
よ

り
詳
細
な
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン

を
作
成
し
て
、
い
よ
い
よ
設

立
の
手
続
き
に
入
っ
て
い
く

が
、
も
う
一
つ
重
要
な
問
題

が
残
っ
て
い
る
。
オ
ー
ナ
ー

企
業
全
体
で
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ

・
ス
キ
ー
ム
の
導
入
に
対
す

る
最
終
的
な
意
思
統
一
を
図

る
こ
と
だ
。
荒
木
氏
が
企

業
に
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
の
提

案
を
行
う
と
、
相
手
担
当

者
か
ら
「
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ

設
立
で
最
も
手
間
が
か
か

る
こ
と
は
何
で
す
か
」
と

よ
く
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ

る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は

「
手
続
き
な
ど
実
務
的
な

設
立
準
備
よ
り
も
、
御
社

内
で
の
最
終
的
な
方
針
決

定
に
時
間
を
要
す
か
も
し

れ
ま
せ
ん
」
と
答
え
て
い

る
と
い
う
。
日
本
企
業
に

は
、
欧
米
企
業
の
よ
う
な

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
い

っ
た
専
門
的
な
役
職
を
置

い
て
い
る
会
社
は
少
な

く
、
保
険
な
ど
に
つ
い
て
は

総
務
や
経
理
部
門
が
担
当
す

る
こ
と
も
多
い
が
、
そ
う
し

た
部
門
が
中
心
と
な
っ
て
経

営
層
か
ら
現
場
ま
で
新
た
な

ス
キ
ー
ム
の
導
入
目
的
を
あ

ら
た
め
て
明
確
に
し
、
最
終

的
な
Ｇ
Ｏ
サ
イ
ン
を
出
す
こ

と
は
、
最
も
難
し
い
問
題
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
設

立
の
要
件

　
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
設
立
の
方

針
や
ス
キ
ー
ム
を
定
め
、
オ

ー
ナ
ー
企
業
が
最
終
的
な
意

思
決
定
を
行
っ
た
ら
、
い
よ

い
よ
具
体
的
な
手
続
き
に
入

る
こ
と
に
な
る
。

　
ラ
ブ
ア
ン
Ｉ
Ｂ
Ｆ
Ｃ
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
キ
ャ
プ
テ

ィ
ブ
・
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
す
る

ペ
ー
ジ
を
開
く
と
「
Ｌ
ｉ
ｃ

ｅ
ｎ
ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ａ
ｎ
ｄ
　

Ｏ
ｐ
ｅ
ｒ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ

　
Ｒ
ｅ
ｑ
ｕ
ｉ
ｒ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ

ｔ
ｓ
（
ラ
イ
セ
ン
ス
お
よ
び

運
営
の
要
件
）
」
と
い
う
表

記
が
あ
り
、

　
１
．
最
低
資
本
金
（
キ
ャ

プ
テ
ィ
ブ
の
種
類
に
応
じ
て

表
示
）

　
２
．
ラ
ブ
ア
ン
国
際
保
険

協
会
の
会
員
に
な
る
こ
と

　
３
．
ラ
ブ
ア
ン
に
保
険
ビ

ジ
ネ
ス
に
つ
い
て
正
確
で
専

門
的
な
知
識
を
有
す
る
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
チ
ー
ム
が
運
営
す

る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
オ
フ
ィ
ス

を
設
立
す
る
か
、
ラ
ブ
ア
ン

で
ラ
イ
セ
ン
ス
を
持
つ
ア
ン

ダ
ー
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
・
マ
ネ

ジ
ャ
ー
を
指
名
す
る
こ
と

　
４
．
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
保
険

会
社
を
経
営
す
る
全
て
の
取

締
役
の
任
命
に
は
、
ラ
ブ
ア

ン
金
融
庁
の
事
前
承
認
を
得

る
こ
と

　
５
．
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
保
険

会
社
を
経
営
す
る
全
て
の
取

締
役
は
、
適
切
で
ふ
さ
わ
し

い
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

信
頼
あ
る
情
報
源
か
ら
の
不

利
な
報
告
を
受
け
る
人
物
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い

　
と
い
っ
た
項
目
が
列
挙
さ

れ
て
い
る
。
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ

の
設
立
、
運
営
に
当
た
っ
て

は
、
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
テ
ィ
ン

グ
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
他
に

も
、
ラ
ブ
ア
ン
の
弁
護
士
や

会
計
士
な
ど
の
支
援
が
不
可

欠
だ
が
、
そ
れ
ら
の
費
用
は

他
の
ド
ミ
サ
イ
ル
よ
り
は
る

か
に
競
争
力
が
あ
る
一
方
、

キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
の
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
や
取
締
役
の
要
件
を
し

っ
か
り
設
け
て
い
る
こ
と

は
、
国
際
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
セ

ン
タ
ー
と
し
て
国
家
間
の
租

税
条
約
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
、

反
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
活

動
に
対
す
る
国
際
機
関
に
加

わ
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
を
順
守
し
て
い
る
証
し
と

も
い
え
る
。

現
地
で
の
対
応
の

良
さ

　
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
設
立
を
申

請
す
る
企
業
は
、
設
立
に
必

要
な
書
類
を
そ
ろ
え
る
と
と

も
に
、
現
地
の
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
会
社
と
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
運

営
に
関
す
る
業
務
委
託
契
約

を
結
ぶ
必
要
が
あ
る
。
契
約

を
結
ん
だ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
会

社
（
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
・
マ
ネ

ジ
ャ
ー
）
の
業
務
は
多
岐
に

わ
た
る
が
、
元
受
保
険
会
社

か
ら
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
に
出
再

す
る
ス
キ
ー
ム
の
場
合
、
主

に
監
督
当
局
と
の
や
り
と
り

や
必
要
書
類
の
提
出
と
い
っ

た
事
務
全
般
の
支
援
に
な

る
。
ジ
ャ
パ
ン
・
リ
ス
ク
・

ス
ぺ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
は
、
以

前
、
ラ
ブ
ア
ン
で
の
キ
ャ
プ

テ
ィ
ブ
設
立
を
支
援
し
た
際

に
日
本
企
業
に
紹
介
し
た
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
会
社
と
現
在
も

取
引
を
続
け
て
お
り
、
わ
ざ

わ
ざ
現
地
で
一
か
ら
探
す
必

要
が
な
い
。

　
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
会
社
は
監

督
当
局
の
他
に
も
、
現
地
の

銀
行
、
法
律
事
務
所
、
会
計

事
務
所
、
司
法
書
士
事
務
所

な
ど
と
の
や
り
と
り
が
不
可

欠
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
各

関
連
事
業
者
の
オ
フ
ィ
ス

は
、
ラ
ブ
ア
ン
Ｉ
Ｂ
Ｆ
Ｃ
が

入
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・

パ
ー
ク
ビ
ル
内
に
あ
る
か
、

車
で
数
分
の
距
離
に
集
ま
っ

て
お
り
、
必
要
に
応
じ
て
ス

タ
ッ
フ
が
す
ぐ
に
行
き
来
で

き
る
。
ラ
ブ
ア
ン
と
日
本
の

時
差
が
１
時
間
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
て
、
オ
ー
ナ
ー
企
業

の
急
な
要
望
に
対
し
て
も
迅

速
に
対
応
し
て
く
れ
る
。

　
法
体
系
が
し
っ
か
り
と
整

備
さ
れ
て
い
る
ラ
ブ
ア
ン
Ｉ

Ｂ
Ｆ
Ｃ
は
、
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ

の
誘
致
に
積
極
的
で
申
請
者

に
丁
寧
に
対
応
し
て
く
れ
る

こ
と
か
ら
、
審
査
が
ス
ム
ー

ズ
に
進
み
や
す
い
。
責
任
者

や
ス
タ
ッ
フ
は
優
秀
で
、
英

国
な
ど
で
教
育
を
受
け
て
い

る
者
も
多
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
は
英
語
で
行
わ
れ

る
。
も
っ
と
も
、
ラ
ブ
ア
ン

で
は
設
立
に
当
た
っ
て
日
本

企
業
の
関
係
者
が
当
局
を
訪

問
す
る
必
要
は
な
く
、
ジ
ャ

パ
ン
・
リ
ス
ク
・
ス
ぺ
シ
ャ

リ
ス
ト
の
よ
う
な
保
険
仲
立

人
な
ど
が
代
行
で
き
る
。
荒

木
氏
は
「
手
続
き
は
シ
ン
プ

ル
で
あ
り
、
日
本
企
業
が
申

請
書
な
ど
の
必
要
書
類
を
そ

ろ
え
て
も
ら
え
れ
ば
、
３
カ

月
ほ
ど
で
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ
の

ラ
イ
セ
ン
ス
を
取
得
で
き
る

と
考
え
て
い
い
」
と
し
て
、

現
地
で
の
全
般
的
な
対
応
の

良
さ
を
強
調
す
る
。

　
審
査
を
経
て
問
題
が
な
け

れ
ば
、
程
な
く
ラ
ブ
ア
ン
Ｉ

Ｂ
Ｆ
Ｃ
か
ら
キ
ャ
プ
テ
ィ
ブ

設
立
の
認
可
が
通
知
さ
れ

る
。
会
社
設
立
と
法
人
登

記
、
銀
行
口
座
の
開
設
と
資

本
金
の
払
い
込
み
を
行
い
、

追
加
の
設
立
関
係
書
類
を
提

出
す
る
と
、
晴
れ
て
キ
ャ
プ

テ
ィ
ブ
保
険
会
社
と
し
て
登

録
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
が
新

た
な
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
ス
タ
ー
ト
と
な
る
。

（
次
回
は
、
２
月
に
掲
載
予

定
で
す
）

荒木氏

　キャプティブ・ドミサイルとしてのラブアン
ＩＢＦＣは、日本企業にとって立地やアクセス
の良さ、コスト効率の高さに加え、設立に協力
的な監督官庁やキャプティブ運営に必要なイン
フラ環境など、ビジネスのしやすさという点で
メリットが大きい。今回は、キャプティブ設立
のプロセスに焦点を当て、実際にラブアンでの
キャプティブ立ち上げを支援している保険仲立
人ジャパン・リスク・スペシャリスト㈱の荒木
直義社長に、ラブアンでのキャプティブ設立の
手順やポイント、ドミサイルとしての利便性な
どを聞いた。

キャプティブのスキーム

銀行・法律事務所・会計事務所など

キャプティブ保険会社

保険仲立人など

マネジメント会社

元受保険会社

ラブアンＩＢＦＣ

日本企業

保険料 保険金

再保険料 再保険金

ラブアンＩＢＦＣ特集

注目されるアジアの

ビジネス金融センタ
ー


